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○

住宅取得特別控除はり|継ぎで誠い

Q:父の死亡により自宅を相続することに

なりました。また合わせて父の住宅ローンの

借入も今後は私が支払うことになりました。

父は住宅取得等特別税額控除を生前は受けて

いましたので、私は父の控除を引継ぐことが

できますでしょうか。

へ：住宅取得等特別税額控除とは、住宅の

取得、増改築などをした場合には借入金残高

の一定割合を所得税から6年間控除できると

いうものです。

この控除の適用には諸要件がありますが、

夫婦あるいは親子が共同で家を取得するとき

も 、 それぞれの借入金に応じてこの控除が適

用できます。

しかし、向こう6年間控除できるといって

も、ご質間のように親が死亡して債務を引き

継いでも、親の分までは控除はできません。

この住宅取得等特別税額控除、いわゆるロ

－ン控除はあくまで自らが取得した家にかか

る借入金などの債務に対して適用されるもの

ですから、親の債務の借入金を引継ぎ相続し

ても、親のローン控除はその時点でストップ

してしまうことになるわけです。
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